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※従来は，政府の談話なども含めてこのように表現さ

れることも多かったが，実態を反映していない用語で

あるとの意見もある。現在，日本政府は，「慰安婦」と

いう語を用いることが適切であるとしている。 

客観的事情の変更に伴う学習上の支
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（2021 年 4 月 27 日の閣議決定によ

り訂正） 
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※訴訟・事件の名称は当時の呼称や通称にもとづく。 
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